
 

 

国会等移転審議会 

 

主管省及び庶務担当部局課 内閣府国会等移転審議会事務局 

 電話番号 (03)3501-5480   

ホームページ 

https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/information/cou

ncil/index.html  

根 拠 法 令 国会等の移転に関する法律第 12 条 

設 置年月日 平成８年６月 26 日 

所 掌 事 務 内閣総理大臣の諮問に応じ、移転先の候補地の選定

及びこれに関連する事項について調査審議すること 

分科会等＜分科会＞ なし 

    ＜部 会＞ 調査部会 

委員＜定数＞ 20 人以内（優れた識見を有する者） 

       うち常勤 なし 

＜任期＞ ２年 

＜氏名＞ 平成 12 年 12 月 18 日の任期満了以後再任されてい

ない。 

諮問・答申事項等 なし  
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